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令和７年度 第１回 船橋市社会福祉審議会 

 

（令和８年６月１７日作成） 

開 催 日 時  令和８年３月２７日（金）１３：３０ ～ １５：００ 

開 催 場 所   市役所本庁舎９階第１会議室及びオンラインによるハイブリット形式 

出 席 者   

大塚 正久委員、尾木 修介委員、小出 正明委員、郷地 英二委員、 

小島 千鶴委員、佐瀬 俊道委員、佐藤 有香委員、杉川 浩委員、 

杉山 宏之委員、鈴木 章浩委員、恒松 珠美委員、中原 美惠委員、 

早川 淑男委員、藤平 崇志委員、星 誠一郎委員、松﨑 総一委員、 

松崎 泰子委員（委員長）、松本 歩美委員、三浦 みどり委員、 

宮川 一郎委員、茂木 健司委員、渡邉 章委員、渡邉 千代美委員 

以上２３名 

 事務局（福祉政策課）：課長、課長補佐、係長、主任主事２名、主事 

その他：健康福祉局長、福祉サービス部長、保健所理事、 

こども家庭部長、地域福祉課長、障害福祉課長、 

健康危機対策課長、こども政策課長、児童相談所開設準備課長 

欠  席  者   

大野 地平委員、音島 昇委員、上村 麻郁委員、川村 実委員、 

島貫 奈津子委員、髙橋 强委員、田中 紀代美委員、筒井 勝委員、 

中村 順哉委員、長谷川 かおる委員、山下 江梨子委員 以上１１名 

公開・非公開の別 
公開 ・ 非公開 

（非公開理由：                   ） 

傍 聴 者 数   ０名 

問 合 せ 先  

船橋市健康福祉局福祉サービス部福祉政策課総務係 

電話 ０４７（４３６）２３８４ 

メールアドレス fukushiseisaku@city.funabashi.lg.jp 

会 議 記 録    要約した理由  
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事務局（福祉政策課

長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

開会に先立ちまして、事務局よりご連絡いたします。 

本日はオンラインとのハイブリッド形式となります。 

はじめに、ご発言の方法について説明させていただきます。 

会議室にご参集の委員並びに市職員は、発言の際に挙手等でお知ら

せください。 

委員長から、誰々委員にお願いしますと言われた後に、ご発言をお

願いいたします。 

ご発言には、お手元のマイクを使用していただきます。 

スイッチを押していただきますと、赤いランプがつき、マイクがオ

ンになります。 

発言が終わりましたら、再度スイッチを押してマイクをオフにして

いただきますようお願いいたします。 

次に、オンラインでのご参加の委員の皆様におかれましては、ご発

言の際は、挙手ボタンを押していただくか、チャットでご発言の旨を

お知らせください。 

委員長から、誰々委員お願いしますと言われた後に、ご発言をお願

いいたします。 

発言される方、皆様にお願いさせていただきたいのですが、発言の

都度お名前をおっしゃっていただき、その後にご発言くださいますよ

うお願いいたします。 

また、手話通訳者の方がおりますので、発言のスピードには、ご配

慮をお願いいたします。 

次に、配付資料の確認をいたします。 

事前に資料を送付させていただきましたので、オンラインでご参加

の委員もお手元の資料の確認をお願いいたします。 

まず次第です。続きまして、 

資料３－１－１ 民生委員審査専門分科会委嘱状況について 

資料３－１－２ 民生委員審査専門分科会開催状況について 

資料３－２－１ 身体障害者福祉専門分科会審査部会開催状況に

ついて 

資料３－２－２ 指定医師数・指定自立支援医療機関数 

資料３－３－１ 船橋市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の決

議報告について 

資料４－１－１ 船橋市新型インフルエンザ等対策行動計画の改

定について（報告） 

資料４－２－１ 市児童相談所及びこども家庭センターの設置に

ついて 

資料４－３－１ 船橋市こども計画概要版 

資料４－３－２ 船橋市こども計画やさしい版 
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松崎委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

早川委員 

 

 

 

資料４－４－１ 船橋市児童福祉審議会の設置について 

資料４－５－１ 船橋市社会福祉審議会条例の改正について 

資料５－１－１ 船橋市社会福祉審議会運営要綱の改正について 

資料５－１－２ 船橋市社会福祉審議会運営要綱（改正案） 

また、当日資料として、席次表及び資料 4－3－3として船橋市こど

も計画を皆様の机に置いております。オンラインでご参加の皆様には

事前にメールでお送りしております。 

以上となりますが、全て揃っておりますでしょうか。 

 

次に、会議の公開につきましては、船橋市情報公開条例及び船橋市

附属機関等の会議の公開実施要綱の規定により、当審議会も原則公開

になります。 

委員の皆様の発言内容について、会議録を作成し、お名前も含めて、

市ホームページ、行政資料室で公表いたします。 

そのため、本日の会議を録音させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

なお、本日の傍聴者はございません。 

本日は、会場でのご参加が１６名、オンラインでのご参加が７名、

計 2３名の委員にご参加いただいており、３４名中２３名の出席とな

ることから、船橋市社会福祉審議会条例第５条第３項の規定である過

半数以上の出席となり、会議が成立いたしますことをご報告申し上げ

ます。 

それでは、船橋市社会福祉審議会条例第５条第１項の規定により委

員長が議長となりますことから、松崎委員長に議事進行をお願いいた

します。 

松崎委員長、よろしくお願いいたします。 

 

はい、かしこまりました。 

委員長の松崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

これから令和７年度第１回船橋市社会福祉審議会を開催いたしま

す。 

それでは、お手元に配付いたしました資料に従いまして、進行させ

ていただきます。 

次第の３．分科会の決議報告に入ります。 

最初に、民生委員審査専門分科会から報告をお願いいたします。 

 

民生委員審査専門分科会の会長をしております早川でございます。 

それでは、民生委員審査専門分科会の決議報告をいたします。 

報告に先立ちまして、本分科会について説明させていただきます。 

民生委員・児童委員の任期は３年となっており、３年に一度、一斉



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松崎委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

改選を行っております。直近の一斉改選時期は、令和７年１２月でご

ざいました。 

一斉改選後も民生委員・児童委員の欠員が生じている地区があるた

め、一斉改選年度以外でも随時、各地区から推薦があった場合には、

本分科会を開催して、民生委員の適否に関する事項を審議しておりま

す。 

 

まず、民生委員・児童委員の委嘱状況についてご報告させていただ

きます。 

資料３－１－１をご覧ください。 

令和８年３月１日現在、区域担当民生委員・児童委員が６５９名、

主任児童委員が５４名、船橋市の民生委員・児童委員として現状委嘱

されております。 

民生委員・児童委員全体では、一番下の欄にございますとおり、定

数が７９５名のところ、委嘱者数が７１３名、欠員数が８２名となっ

ております。 

民生委員・児童委員の委嘱状況についての説明は、以上でございま

す。 

 

次に、資料の３－１－２をご覧いただきたいと思います。 

民生委員審査専門分科会の開催状況をご報告させていただきます。 

令和７年度は２回開催いたしました。 

令和７年８月２５日の第１回会議では、区域担当民生委員・児童委

員６４１名と、主任児童委員５２名を審査の結果適任と認めまして市

長あて答申をいたしました。 

令和８年２月６日の第２回会議では、区域担当民生委員・児童委員

２１名と主任児童委員２名を審議の結果適任と認め、同じく市長あて

答申をいたしました。 

以上、民生委員審査専門分科会の決議報告を終わりにさせていただ

きます。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

ただいま、民生委員・児童委員の選任についてのご報告をいただき

ましたが、何かご質問はありますでしょうか。 

この民生委員制度というのは、戦前にドイツの制度が非常に良い制

度だということで日本が取り入れて、ずっと続けてきて現在に至って

いるのですが、ドイツではもうなくなってしまったのですけれども、

素晴らしい制度だと思います。 

地域住民の方が地域の皆さんのためにですね、率先してボランティ

ア活動をやってくださっているわけです。いろんな相談が舞い込んで
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渡邉章委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くるということは聞いております。 

民生委員の高齢化ということも一つ大きな問題になっているので

すが、できるだけ若い人が民生委員のなり手として手を挙げてもらえ

るような地域になっていただきたいと思っております。 

それでは質問がないようでしたら、次に進めさせていただきます。 

それでは次に、身体障害者福祉専門分科会及び審査部会の報告をお

願いいたします。 

 

植草学園大学の渡邉でございます。 

私は身体障害者福祉専門分科会長を務めております。 

それでは、身体障害者福祉専門分科会及び同分科会審査部会につき

まして、ご報告させていただきます。 

まず、専門分科会の審議事項は「身体障害者の福祉に関する事項を

調査及び審議すること」でございます。 

次に、審査部会の審査事項は「身体障害者手帳申請のための診断書

を交付する医師に関する事項」「指定自立支援医療機関に関する事項」

「身体障害者の障害程度に関する事項」でございます。 

前回の社会福祉審議会にてご報告以降、専門分科会の開催はありま

せんでしたが、審査部会については４回開催しております。 

それでは、審査部会の決議内容につきまして、身体障害者福祉専門

分科会及び同分科会審査部会委員でもあります船橋薬剤師会長の杉

山先生からご報告をお願いいたします。 

 

船橋薬剤師会の杉山でございます。 

資料３－２－１「身体障害者福祉専門分科会審査部会開催状況につ

いて」をご覧ください。 

資料１枚目から４枚目において、令和７年度第１回から令和７年度

第４回の計４回の審査部会につきまして、市長から諮問のあった審議

内容及び市長に答申を行った審議結果を会議ごとにお示ししており

ます。それぞれ承認を行った件数等につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

資料３－２－２「指定医師数・指定自立支援医療機関数」の「身体

障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師数」をご覧ください。 

これは、これまで審査部会にて承認を行った市内医療機関における

身体障害者手帳申請のための診断書を交付する指定医師数でござい

ます。 

令和８年３月１日現在で１３２医療機関、４５３人が指定医師とな

っております。 

続いて「障害者総合支援法第５９条第１項の規定による指定自立支

援医療機関数」をご覧ください。 
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松崎委員長 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは市内における自立支援医療、更生医療と育成医療の指定医療

機関数でございます。 

令和８年３月１日現在の医療機関数は、病院が１７件、薬局が１２

６件、訪問看護事業者は２８件となっております。以上で報告を終わ

ります。 

 

ただいま身体障害者福祉専門分科会及び審査部会についてのご報

告がございました。 

これに対して何かご質問はありますでしょうか。  

特にないようですので、続きまして、児童福祉専門分科会から報告

をお願いいたします。 

 

児童福祉専門分科会長の佐藤でございます。 

これから児童福祉専門分科会についてご報告いたします。 

まず、お手元にある資料３－３－１、右上の四角のところに「船橋

市社会福祉審議会児童福祉専門分科会の決議報告について」とある資

料をご覧ください。 

今年度開催されました児童福祉専門分科会は、令和８年２月１３日

に開催した令和７年度第１回船橋市社会福祉審議会児童福祉専門分

科会の１回でございます。 

議題は、 

１．専門分科会長および専門分科会長職務代理者の選任ついて 

２．保育所・幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業Ａ型の認

可に係る意見聴取について 

３．船橋市児童福祉審議会の設置ついて 

４．船橋市こども計画（案）について 

５．市児童相談所及びこども家庭センターの設置について 

６．５歳児健康診査について（新規事業） 

でございました。 

それでは、議題の１点目からご説明を差し上げます。 

議題の１点目「専門分科会長及び専門分科会長職務代理者の選任に

ついて」では、委員の互選により、専門分科会長に私、佐藤が選任さ

れました。 

また、専門分科会長職務代理者は、専門分科会長が指名することと

されておりますことから、上村委員を指名させていただきました。 

議題の２点目「保育所・幼保連携型認定こども園及び小規模保育事

業Ａ型の認可に係る意見聴取について」では、担当課より、施設及び

事業１１件を認可したい旨の提案があり、審議の結果、これらについ

て、市長が認可することを適当とする意見といたしました。 

続きまして、議題の３点目「船橋市児童福祉審議会の設置について」
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松崎委員長 

 

 

 

 

 

 

福祉政策課長 

 

 

 

 

松崎委員長 

 

 

 

 

 

 

 

健康危機対策課長 

 

 

 

 

では、担当課より、来年度７月の児童相談所設置に伴い、新たに船橋

市児童福祉審議会を設置することとし、これまでの社会福祉審議会児

童福祉専門分科会を廃止し、児童福祉審議会でその調査審議事項を引

き継ぐ旨の報告がありました。 

続いて議題の４点目「船橋市こども計画（案）について」では、担

当課より、計画の概要について報告がありました。 

議題の５点目「市児童相談所及びこども家庭センターの設置につい

て」では、担当課より、市児童相談所の概要と、令和８年度から市役

所本庁舎内にこども家庭センターを設置することについて報告があ

りました。 

議題の６点目「５歳児健康診査について（新規事業）」では、担当課

より、令和８年度から新たに５歳児健康診査を実施することについて

報告がありました。 

以上、児童福祉専門分科会の報告になります。 

 

ただいまのご報告について、何かご質問はありますでしょうか。 

制度的には非常に大きな変革になります。この社会福祉審議会とは

別に、児童福祉審議会ができるので、仕事を分けることになると思い

ます。審議については、児童福祉審議会で行うことになると思うので

すが、社会福祉審議会では今後は子どもの問題や家族の問題などは、

ご報告いただけないということになるのでしょうか。 

 

福祉政策課長でございます。 

後ほど詳しくご説明いたしますが、今回の改正で社会福祉審議会に

含まれておりました児童福祉の部分を削除してしまいますので、基本

的には分離されて独立するという観点でお願いいたします。 

 

わかりました。新しい船橋として、児童相談所ができて、こども家

庭センターという受け皿もできて、非常に子育てしやすい市になって

いくだろうと思います。大いに期待したいと思います。 

それでは次に進みます。  

次第の４．報告・説明事項に入ります。「船橋市新型インフルエンザ

等対策行動計画の改定について」、健康危機対策課から報告をお願い

いたします。 

 

保健所健康危機対策課です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

資料４－１－１についてご説明させていただきます。「船橋市新型

インフルエンザ等対策行動計画の改定について」です。 

「１．計画の概要」です。この計画は、新型インフルエンザなどの
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感染症の感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護す

ること、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする

ことを目的に、基本的な戦略や対策実行上の留意点、対策推進のため

の役割分担などについて、発生段階に応じた具体的な対策、行動を示

すものです。 

「２．改定の経緯」です。平成２４年に成立しました新型インフル

エンザ等対策特別措置法に基づきまして、本市は平成２６年に計画を

策定し、その後、平成２９年に改正しています。新型コロナウイルス

感染症が流行いたしまして、その対応ですとか、これまでに関連する

法改正なども踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染

症など、それ以外のものも含めた、幅広い感染症による健康危機に対

応できる社会を目指すということで、令和６年７月に国の計画が、令

和７年３月に県の計画が改定されたことから、本市の船橋市新型イン

フルエンザ等対策行動計画についても、この令和８年２月に改定を行

いました。 

続いて、「３．改定のポイント」です。改定のポイントは、３番目と

４番目に挙げているのですが、３番目がまず国・県と共通している改

定のポイントになります。 

３点ほどございます。まず、「①平時の準備の充実」では、県などの

関係機関との情報共有、訓練などの実施をとおして連携を強化してい

く、新型コロナウイルス感染症では、応援体制や業務の運営体制の構

築にかなりの時間を要しましたことを踏まえ、迅速かつ柔軟な応援体

制をあらかじめ整備しておく、また、保健所の人員の対応能力向上の

ために研修や訓練を実施する、高齢者施設などにおける感染対策に係

る研修などの支援を実施するといった内容となっております。 

「②幅広い感染症に対応する対策と状況の変化による対策の切替

え」です。新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の呼

吸器感染症も念頭において、長期的に複数の波がくるということも想

定した対策となっております。また、ワクチンや治療薬の普及などの

状況の変化に応じ、柔軟かつ合理的に対策を切替えるという形になっ

ています。 

「③対策項目の拡充と横断的視点の設定」です。新型コロナウイル

ス感染症対応で課題となりました項目を中心に、対策項目をこれまで

の６項目から１０項目に拡充しております。また、１３項目に対して

横断的に取組むための視点、例えば、ＤＸの推進や人材の育成などを

設定しております。 

国・県と共通した改定のポイントは、以上です。 

 

次に、市独自の改善のポイント３点を説明いたします。 

まず①が、宿泊療養施設の確保です。市として宿泊療養施設を確保
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松崎委員長 

 

 

 

 

松本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康危機対策課長 

 

 

 

 

する場合、関係団体と協議を行いまして、まず、重症化リスクが高い

家族がいる際に隔離型の宿泊施設とするか、医療機関との提携型の宿

泊施設とするか、そういったことを検討することを明記しておりま

す。 

次に②、緊急時における対応として、県の体制が整う前に、船橋管

内において早期の感染拡大が生じた場合に備えて、県や関係団体と協

議し、必要な施策を講じられるよう、共通認識を図ることを明記して

おります。医療体制の整備に当たっては、病床などを確保する医療機

関への財政措置がかかせませんことから、具体的な支援策について、

必要に応じ、国や県に働きかけていくことを明記しております。 

最後に③、新型コロナ対策に関する振り返りとしまして、新たな感

染症発生時に市として必要な対策を講じるために参考とするために、

令和６年１１月に発行いたしました「船橋市新型コロナウイルス感染

症対応の振り返り」の概要版を掲載しております。ページをめくって

いただきまして、Ａ３横の資料のとおり１３項目の概要を載せており

ます。その中の赤字で書かせていただいているものが、新設の項目と

なっております。 

４月１日から、この計画本体については、保健所をはじめ、各保健

センターや出張所、公民館などに配架する予定です。また、ホームペ

ージについても掲載させていただきます。ご説明は以上となります。 

 

ありがとうございました。 

船橋市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について説明い

ただきましたが、これについて何かご質問はありますでしょうか。 

松本委員、どうぞ。 

 

松本でございます。 

資料の１ページ目の改定のポイントの②に新型コロナウイルス感

染症以外の呼吸器感染症と書いてありますが、上に書かれている国の

表現を見ると、「幅広い感染症」とあり、「呼吸器感染症」とは書かれ

ていません。懸念するのは呼吸器感染症ばかりではなくて、過去にも

天然痘やコレラなど、そういった呼吸器感染症ではない重篤な感染症

も広がった歴史があるわけでして、ここは船橋市としてどのように考

えていらっしゃるのかただのミスなのかを教えていただきたいです。 

 

健康危機対策課です。 

こちらは限定した形ではなく、「呼吸器感染症などを」ということで

考えております。委員がおっしゃっていただいたように、幅広い感染

症と考えておりますので、申し訳ございません。よろしくお願いいた

します。 
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松崎委員長 

 

 

 

そうですね。感染症有事体制というのは、いろいろな感染症を含め

ての有事体制ということだと思います。そこが限定されたように書か

れていたということですね。 

その他、何かご質問はありますでしょうか。小出委員、どうぞ。 

 

社会福祉協議会の小出と申します。 

関連する形の質問で申し訳ないのですけれども、今、全国ではしか

が蔓延しているとニュースで見まして、県内でも確か成田の方で患者

が出たと認識しているのですけれども。県内でのはしかの感染状況や

船橋市内での感染状況、また、はしかに対して、私達が気をつけてお

いた方がいいことがあれば、ご教示いただければと思います。 

 

健康危機対策課です。委員がおっしゃっていただいたように、今は

しかが出ております。市内でもプレス発表を先々週させていただいた

件がございまして、１件出ております。蔓延というところまではいっ

ておりませんが、ここへきて発生が見られるというところでございま

す。先週、今週にかけてはこの近隣では特にそういった動きがござい

ませんので、落ち着いているような状況です。 

対策についてですが、今、まずはお子さんに対しての予防接種が行

われており、幼児期と学齢期に２回接種をしていただいて、免疫をつ

けていただくという形になっております。この予防接種の制度ができ

てまだそんなに長い期間経っているわけではございませんし、ここに

いらっしゃる皆様方は予防接種を受けたかなというような感じだと

は思うのですけれども、我々といいますか、５０代以降ぐらいの方々

は、もしかしたら幼少期に既に罹患されている可能性もあるかと思い

ますので、こういった場合には免疫がついているということではござ

います。 

とはいえ、予防接種が制度化されてきた年代と、幼少期に既に罹患

している年代のちょうど狭間の３０、４０代の方々も確かにいらっし

ゃいます。そういった方々に対しては、特に東南アジアの方で流行し

ているということもございますので、海外渡航の際にはお気を付けい

ただくことを、市のホームページでも注意喚起をさせていただいてい

るところです。あとは、ご自身がお持ちの抗体を調べて事前に知って

おくということであれば、医療機関にかかっていただくことがよいか

と思っております。以上となります。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、市児童相談所及びこども家庭センターの設置

について、児童相談所開設準備課からご報告いただきたいと思いま
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す。 

 

児童相談所開設準備課長でございます。 

市児童相談所及びこども家庭センターの設置についてご説明させ

ていただきます。 

児童相談所の設置でございます。船橋市では、「船橋の全ての子ども

たちの安全で安心な生活を守り、健やかな成長と発達を切れ目なく支

援する拠点」といたしまして、市児童相談所開設に向けた取り組みを

進めております。 

１番の「主な経緯と進捗状況」ですが、令和３年４月に整備地およ

び敷地面積を決定いたしまして、その後、いろいろなことを続けてま

いりました。令和８年７月に開設予定というところでございます。 

２番の「現在の状況と今後の予定」でございます。 

まず、「施設整備」です。令和６年７月に建設工事に着手し、令和７

年１０月末までに、基礎や地上躯体工事が完了。今年３月中旬までに

内装工事や太陽光発電設備のほか、各設備の試運転、各種検査も終わ

りまして、この３月２３日に引渡しを受けたところでございます。今

後３か月間の開設準備期間を経まして、計画どおり令和８年７月１日

の開設を予定しているところです。 

続きまして、「人材確保・育成」でございます。 

児童相談所に必要な職員は多岐・多数にわたることから、総務部と

協議のうえ、開設までの計画的な配置、採用を進めるとともに、職員

を他自治体児童相談所に派遣し、実務を学んでもらうなど、育成を図

っております。 

現在のところ予定どおりの職員配置ができる見込みでございます。

また、常勤職員として、弁護士及び精神科医の配置を予定しておりま

す。 

「システム構築」でございます。  

児童相談所開設に向け、相談記録作成など、児童相談所業務に係る

システムを令和６年度に導入しまして、令和７年３月から家庭児童相

談室にて使用しております。 

当該システムは、児童の相談記録を記録できる基本的な機能に加え

まして、持ち運び可能な端末ｉＰａｄで運用することができ、外出先

から記録の作成や閲覧が可能となります。 

また、チャット機能を用いまして、外出先から写真等の状況証拠を

管理職等と共有することができることから、迅速かつ正確に報告・相

談を行え、適切な判断・指示が可能になりました。 

現在は、児童相談所の開設に向け、里親や一時保護所に関わる業務

などの児童相談所版システムへの機能拡充を行っております。 

続きまして、「里親啓発」でございます。 
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一時保護所や入所施設に代わって、児童の社会的養護を担っていた

だく、里親を確保するため、令和５年度より市独自で里親制度説明会

を実施しております。 

令和７年度は説明会のほか、新たに商業施設にて里親制度の普及啓

発を目的としたイベントの実施や市ホームページ等に掲載する里親

制度普及啓発用動画を作成いたしました。この動画は実際に活動して

いる里親や里子として育った人のインタビューをメインに里親制度

についてわかりやすく説明しております。 

この資料の下に二次元コードがございますが、これは市のホームペ

ージの該当ページに繋がりますので、ご覧いただければと思います。 

続きまして、３番の「市児童相談所整備概要」でございます。 

建設地は船橋市若松２丁目３番の６１号、下に周辺図がございます

けれども、ＪＲ南船橋駅から南口に出ていただいて徒歩６分程度、ら

らテラスという商業施設がございまして、その一番端の奥のところで

ございます。敷地面積は 3086.21㎡、鉄筋コンクリート造りの地上３

階で、延べ面積が 3615.61㎡。一時保護所もございまして、定員が３

２名となっています。 

下にあるのが外観パースで、完成イメージ図でございます。次のペ

ージをめくっていただきますと、進捗状況ということで、まだ完成し

た姿ではないのですけれども、上の進捗状況①は、空から撮った写真

でございます。下の進捗状況②は、正面入口が工事中ではありますが、

進捗状況①の右側にあたる正面入り口でございます。 

続きましてこども家庭センターの設置についてご説明させていた

だきます。 

まず、１番の「こども家庭センターとは」でございます。こども家

庭センターとは、母子保健に関する各種の相談に応ずる「子育て世代

包括支援センター」と、児童及び妊産婦の福祉に関し、相談指導など

の必要な支援を行う「市区町村子ども家庭総合支援拠点」が有してき

た機能を引き続き活かしながら、一体的な組織として、ポピュレーシ

ョンアプローチと、ハイリスクアプローチを両輪とした子育て家庭に

対する相談支援を実施する機関として、改正法にて新たに位置づけら

れた相談支援機関でございます。 

本市のこども家庭センターでは、上記の機能に付け加えまして、現

在、こども家庭支援課で行っているヤングケアラー相談、ひとり親家

庭相談、女性相談等のこども子育てに関する各種相談支援機能を有す

る相談機関として設置を予定してございます。 

令和８年４月１日に、市役所本庁舎内に開設を予定してございま

す。 

２番の「児童相談所との役割分担」でございます。これは児童相談

所の開設が令和８年７月以降ということで、それ以降の役割分担をご
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説明させていただきます。 

市の児童相談所では、虐待相談に対する対応・支援を中心に行いま

す。また、虐待以外の理由で一時保護や措置入所、里親委託等の権限

行使を伴うケースや、家庭裁判所からの送致等を含めた非行相談や療

育手帳判定等の障害相談などを担当し、こども家庭センターでは、こ

どもや保護者に対する寄り添い伴走型の支援が必要なケースを中心

に担当いたします。虐待以外の養護相談や性格行動相談、育児相談等

のポピュレーションからハイリスクまで幅広い相談に対応し、虐待の

未然防止の推進を図ることを想定しております。なお、こども家庭セ

ンターで対応・支援を進める中で、状況が変わっていくケース等につ

きましては、逐一市児童相談所と情報共有し、共通の支援方針に基づ

き対応するほか、一時保護等の権限行使や児童相談所による援助や診

断が必要となった場合は、速やかに市児童相談所へケースを引き継ぐ

など、切れ目のないシームレスな連携を行います。 

次のページが今申し上げたところの役割分担の図でございます。措

置や一時保護等が必要になる重度の虐待から、ポピュレーションの部

分まで様々ございますが、程度の重いものつきましては児童相談所、

こども家庭センターでは事前防止といたしまして、こちらの引き渡し

につきましては、空白がないよう連携していくことでございます。 

児童相談所開設準備課からの報告は以上でございます。  

 

ありがとうございました。  

令和８年度から新たに設置されます児童相談所、こども家庭センタ

ーについて、それぞれの役割と今後どのようにリスク対応していくか

ということが、かなり明確になったかと思いますが、このご報告につ

きまして、何かご質問ありますでしょうか。 

大変期待するところは大きいかと思いますけれども、市役所の窓口

にはハイリスクな相談もたくさん来ると思いますので、相談を受ける

方たちが専門性を持っているかということが重要だと思います。児童

相談所の役割とこども家庭センターの役割が上手く機能していくと

いいかと思います。 

それでは続きまして、「船橋市こども計画について」、こども政策課

からご報告をお願いいたします。 

 

こども政策課長です。 

それでは、「船橋市こども計画について」ご報告いたします。本計画

については、「船橋市子ども・子育て会議」において、ご意見を伺いな

がら策定を進めてまいりました。このたび、船橋市こども計画を策定

いたしましたので、その内容をご報告いたします。 

資料は、４－３－１「船橋市こども計画概要版」、４－３－２「船橋
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市こども計画やさしい版」、本日配布させていただきました「船橋市こ

ども計画」となります。なお、「こども計画概要版」については一部訂

正がございましたので、本日改めて計画書と併せて配布させていただ

いております。ご説明は、資料４－３－１「船橋市こども計画概要版」

に従いまして行います。 

それでは、「船橋市こども計画概要版」２ページをご覧ください。 

第１章です。ここでは「計画策定の背景と趣旨」、「計画の位置づけ」、

「計画期間」、「計画の対象」を掲載しております。この計画は、令和

６年度第２回の社会福祉審議会においてご報告いたしました、現行計

画「第３期船橋市子ども・子育て支援事業計画、第５次船橋市ひとり

親家庭等自立促進計画、船橋市こどもの貧困の解消に向けた対策につ

いての計画（以下第３計画等と申し上げます。）」の内容を整理して、

再掲し、新たな要素として、こども大綱で重視される、こども・若者

からの意見聴取の取り組みや、こども・若者育成支援推進法に基づく

若者支援などを新たな要素として盛り込んでおります。計画期間は、

令和８年度から令和１１年度までの４年間としております。 

３ページをご覧ください。第２章は、「こども・若者子育て家庭を取

り巻く状況」について掲載しております。船橋市の現状を示す統計デ

ータとなります。総人口は増加している一方で、０歳から１１歳の人

口は減少傾向にあり、４ページの合計特殊出生率も減少傾向にござい

ます。 

５ページをご覧ください。第３章は、「計画の基本的な考え方」を掲

載しております。この計画は、第３期計画等の骨格を変更せず、計画

の対象範囲を拡大するものであることから、「基本理念」と「基本方

針」には、「全ての」や「若者」という表現を加えることで、計画の範

囲を拡大しております。 

基本理念については、第３期計画等では、『「こどもの笑顔が輝き、

生き生きと子育てできるまち・ふなばし」をめざして』としていたも

のを『「全てのこども・若者・子育て家庭の笑顔が輝くまち・ふなばし」

をめざして』といたしました。 

基本施策の１から１１については、第３期計画等で掲載しているも

ので内容等に変更はございません。今回、あらたに「基本施策１２ こ

ども・若者の社会参画のための環境づくり」を追加しております。 

６ページ・７ページをご覧ください。 

「ライフステージに応じた切れ目のない支援」です。 

「こども大綱」では、「ライフステージに応じた切れ目のない支援」

が重要とされており、この表は、第４章の各基本施策を推進すること

で、切れ目のない支援を推進していくことを示しております。なお、

記載の事業は代表的なものを記載したもので、すべての事業を網羅し

ているわけではございません。 
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８ページをご覧ください。 

第４章「施策の展開」では、１２の基本施策と横断的施策として「こ

どもの貧困対策」を掲載しております。基本施策１から１１及び横断

的施策については、第３期計画等から大きな変更はございません。 

各基本施策の紙面構成は、第３期計画等から変更しておらず、お手

元の概要版では、各基本施策について、現状から見える課題とその取

り組みを掲載しております。本編の方では、現状や背景、現状から考

える課題、施策における主な取り組みと指標、関連する取り組みを基

本としています。 

１１ページをご覧ください。 

今回新たに追加した基本施策１２「こども・若者の社会参画のため

の環境づくり」について、ご説明いたします。この基本施策は、こど

も・若者を権利の主体として尊重し、社会参画の機会を確保するため、

意見を聴取する取り組みを推進すること、こども・若者が自分らしく

生き生きと生活できるよう、一人ひとりの状況に応じた支援を行うこ

ととしております。 

主な取り組みについては、１点目は「こども・若者の意見表明の機

会の提供」です。 

こども・若者自身、まちづくりの担い手であることを意識してもら

い、意見表明の機会を提供することにより、こども・若者の社会参画

を推進することとしています。 

具体的な事業としては、こども・若者向けのパブリックコメントや、

インターネットを活用した意見聴取等を実施するため、「こどもまん

なか意見箱(仮)」を市ホームページ上に開設し、適宜、こども・若者

の意見を募集する仕組みを整えたところです。 

２点目は、「こども・若者一人ひとりの状況に応じた支援の充実」で

す。 

多様化するこども・若者の困難な事例に対応するため、関係機関と

連携し、相談体制の充実を図ります。社会全体でこども・若者の孤立

を防ぎ、必要な支援につなげるための普及啓発に取り組むとともに、

悩み、不安を相談することができる体制づくりに努めることとしてお

ります。 

最後に１２ページをご覧ください。 

第５章「計画の推進」です。本計画は、第３期計画等と同様に、に

毎年度、進捗状況の点検・評価を行い、子ども・子育て会議において

報告し、公表いたします。 

また、概要版に記載がございませんが、今後各事業を実施していく

中で、当初の見込みと実績が大きく乖離した場合に、必要に応じて見

直しを行うこととしています。 

こども政策課からの報告は以上でございます。 
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松崎委員長 

 

 

 

 

 

こども政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松崎委員長 

 

 

 

杉川委員 

 

 

 

 

 

こども政策課長 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

「船橋市こども計画の概要版」に基づきながらご説明いただきまし

たが、何かご質問ありますでしょうか。この計画づくりのときには、

意見聴取というのは、どのような意見が出てきたのでしょうか。お聞

かせいただけますか。 

 

こども政策課長です。 

「子ども・子育て会議」を４回実施いたしましたが、こども・若者

ということで、いろんな年齢に応じて様々な支援、それが年齢という

ところで、崩れてしまわないようにという形でどういった取り組みが

あるかどうかという、そういった形のご意見がございました。 

また、意見聴取ということで、１２月から１月１４日まででパブリ

ックコメントを実施いたしました。その中での意見は、具体的な事業

の中身についてのご意見でしたので、計画内容の変更等はしませんで

したが、やさしい版について、「こども・若者の相談窓口」について、

「１７時以降に利用できる窓口を紹介して欲しい」とのご意見がござ

いましたので、今回このやさしい版に関しまして、「２４時間子供ＳＯ

Ｓダイヤル」を載せてございます。 

申しそびれましたが、やさしい版につきましては、「こども・若者」

ということで、０歳から原則２９歳までが対象の年齢になってくるの

ですが、若者に計画内容をわかりやすく伝えるために作成しておりま

す。以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

その他、何かご質問ありますでしょうか。 

どうぞ。 

 

杉川でございます。 

１点だけ教えていただきたいのですけれども、現状から見える課題

と取り組みのところで、現状から見える課題に対して取り組みが一致

していない部分が気になるのと、取り組みが抽象的すぎると思うので

すが、具体的な施策とかは考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

こども政策課長です。 

基本施策は１２までございますので、本編の９６ページところにあ

る現状から見える課題については、基本施策１から１１に関しては令

和５年度に、基本施策１２に関しては令和６年度に実施したアンケー

ト調査を見て、整理させていただいております。 

１２においては、９７ページで、現状について、こども・若者がど
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こども政策課長 

 

 

 

 

 

杉川委員 

 

松崎委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のような手段でこちらに意見を伝えたいかということで、様々な方法

でＬＩＮＥ、Ｘや学校で答えるアンケートとか、いろんなものがござ

いました。 

９８ページのところでは、相談窓口に関しまして、「利用したいと思

う」、「どちらかといえば利用したいと思わない」「利用したいと思わな

い」という、様々な理由がございました。 

そこで今回課題というのを、まずこども・若者を権利の主体として

尊重するというところで、現状の中で、こども・若者については、Ｘ

やＬＩＮＥやチャットそういったところの利用が高かったというこ

とから、意見聴取については・・・。 

 

質問の趣旨がちょっと伝わらなかったようなので、途中ですが失礼

します。いろいろ現状から見える課題とその取り組みについて書かれ

ている中で、課題に対して取り組みが対応していない項目がたくさん

あると思います。この課題の解決に向けた取り組みというのが基本的

な取り組みになると私は思うのですが、具体的な施策を考えてらっし

ゃるんですよね。この場で説明していただく時間はないので、具体的

な施策があるかないかだけのご回答いただければ結構なのですが。 

 

失礼いたしました。 

こども政策課長です。 

現状から見える課題への取り組みという整理をさせていただきま

して、本編の中で具体的な事業の方を記載させていただいておりま

す。 

 

あるということでよろしいですね。 

 

その他、何かご質問ありますでしょうか。 

私、いのちの電話の理事をしていまして、電話を直接取っているわ

けではなく、報告を聞いているのですが、電話だけではなくＬＩＮＥ

やＳＮＳなどの新しい手段でも相談がきています。その中には、小学

生からの相談もあって、いのちの電話にまでかけてくるお子さんがい

るということです。こどもの自殺というのは、大きな問題となってい

て、心理的、精神的にも危機的なお子さんもいらっしゃるということ

ですので、ぜひそういったところも対応していただきたいと思いま

す。 

 

その他何かありますでしょうか。 

続きまして、「船橋市児童福祉審議会の設置について」、こども政策

課から報告をお願いいたします。 
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こども政策課長 

 

 

松崎委員長 

 

 

 

 

 

福祉政策課長 

 

 

 

 

 

こども政策課長です。 

「船橋市児童福祉審議会の設置について」、資料４－４－１に従い

まして、ご説明いたします。 

令和８年７月に船橋市は児童相談所設置市となります。これに伴

い、児童福祉法等に規定される児童の権利擁護、里親の認定、児童福

祉施設等に関する事項を専門的に調査・審議するため、新たに「児童

福祉審議会」を設置します。現行の社会福祉審議会児童福祉専門分科

会を廃止し、その調査審議事項を児童福祉審議会で引き継ぎます。 

児童福祉審議会には、４つの部会を設ける予定であり、そのうち「施

設部会」が、社会福祉審議会児童福祉専門分科会がこれまで調査審議

してきた事項を引き継ぎます。 

現在、社会福祉審議会児童福祉専門分科会の委員の皆様には、児童

福祉審議会の委員として施設部会の所属としていただき、引き続きご

協力をお願いしたいと考えております。体制の変更でございますが、

何卒ご理解とご協力のほど、お願い申しあげます。説明は以上になり

ます。 

 

これまで社会福祉審議会の管轄にありました児童福祉専門分科会

の審議事項をこの新しい船橋市児童福祉審議会の方に移すと。それか

らその関わる委員の方も全部そちらの方に移行していただくという

ことですので、よろしくお願いいたします。 

何かご質問ありますでしょうか。 

何人ぐらいの方が委員として児童福祉審議会の方へ移るのでしょ

うか。どうぞ。 

 

こども政策課長です。 

予定ではございますが、施設部会は１４名です。 

 

わかりました。 

１４名の方が新たにこちらの児童福祉審議会の方に移行するとい

うことになります。 

続きまして、「船橋市社会福祉審議会条例の改正について」、福祉政

策課から報告をお願いいたします。 

 

福祉政策課長斎藤でございます。 

資料４－５－１をご覧ください。 

「船橋市社会福祉審議会条例の改正について」でございます。 

まず、「１ 改正の理由」でございます。先ほどこども政策課長から

説明がございましたとおり、児童福祉審議会が新たに設置され、社会
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福祉政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉審議会児童福祉専門分科会が廃止されますので、現行の条例に規

定されている児童福祉に関する部分を除くものでございます。また、

委員の定数につきましては、これまで条例の中に規定はございません

でしたが、今回の機会に明記することといたしました。 

「２ 改正内容」でございます。設置の根拠から認定こども園法第

２５条に係る部分と、調査審議事項の特例を削除いたします。また、

委員の定数を定めるため、委員２３人以内と規定いたします。 

今後の社会福祉審議会の審議事項につきましては、民生委員の適否

の審査に関する事項、身体障害者の福祉に関する事項等となります。

条例の施行につきましては、児童福祉審議会条例と同じ令和８年７月

１日に施行する予定でございます。 

条例についての報告は以上でございます。 

 

ただいまのご報告について、何かご質問ありますでしょうか。 

次に新審議事項に入ります。「船橋市社会福祉審議会運営要綱の改

正」についてです。当要綱の改正に当たっては、船橋市社会福祉審議

会条例第６条の規定により、委員長が審議会に諮って定めることとな

りますので、ご審議をお願いいたします。 

改正内容については、事務局である福祉政策課から説明をお願いい

たします。 

 

引き続きまして福祉政策課長でございます。 

資料５－１－１をご覧ください。 

「船橋市社会福祉審議会運営要綱の改正について」でございます。 

「１ 改正の理由」でございますが、先ほど説明いたしました社会

福祉審議会条例同様、児童福祉審議会の設置に伴い、現行の船橋市社

会福祉審議会運営要綱に規定されております児童福祉に関する部分

を除きました。その他、要綱全体の構成等を見直し、全部改正とした

ところでございます。 

「２ 改正内容」でございます。 

児童福祉に関する記述を削除し、要綱全体の構成や文言の調整を行

いました。児童福祉に関する事項以外の内容の変更は、これまでどお

りでございますので、なしというところでございます。 

この要綱の施行につきましては、児童福祉審議会条例と同じ令和８

年７月１日に施行をする予定でございます。 

続きまして資料５－１－２が、要綱の改正案となります。新旧対照

表をつけていないので、どこがどう変わったというところはちょっと

一瞬では見えにくいのでございますが、要綱の中から児童福祉に関す

ることが、全て削除させていただいた。民生委員のことと身体障害の

ことに関してだけ規定をさせていただいているという内容になって
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松崎委員長 

 

 

 

 

事務局（福祉政策課

長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おります。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

このことについて、特に質問ありますでしょうか。 

それでは、これは審議事項となりますので、委員長として改正を提

案しておりますが、何かご意見なければ賛成ということでよろしいで

しょうか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。 

それでは、本日の審議を終了いたします。議事の円滑な進行にご協

力いただきましてありがとうございました。事務局から連絡事項等が

ございましたらお願いいたします。 

 

委員長ありがとうございました。  

事務局からは２点ご報告がございます。 

１点目は、社会福祉審議会委員の皆様の報酬についてでございま

す。 

今回、令和７年度につきましては９，８００円でございますが、令

和８年度より１３，０００円に変更となります。 

２点目でございますが、本市では令和８年度より、社会福祉士を目

指す学生の実習の受入れを開始いたします。社会福祉士は、福祉サー

ビスの提供に欠かせない資格となっており、その役割は今後ますます

重要になると考えております。この実習受入れにより、社会福祉士の

育成に寄与するとともに、市としましても、将来的な人材の確保に繋

がると期待しております。 

最後になりますが、本日の会議録は、事務局で案を作成次第、委員

の皆様にご確認いただいて、確定させる予定ですので、ご協力をお願

いいたします。 

事務局からは以上となります。 

皆様、本日はありがとうございました。 

 


